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 警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）第 23 条の規定により、警備員又は警備

員になろうとする者について、次のとおり検定を実施します。 

  令和５年４月21日 

         佐賀県公安委員会委員長  牛  島  英  人    

１ 検定の種別及び級の区分 

  交通誘導警備業務２級 

２ 検定試験の日時及び場所 

 (1) 学科試験 

  ア 日時 

    令和５年７月27日（木曜日）午前９時から正午まで 

  イ 場所 

    佐賀市松原一丁目１番16号 

    佐賀県警察本部４階会議室 

 (2) 実技試験 

  ア 日時 

    令和５年８月24日（木曜日）午前10時から午後５時まで 

  イ 場所 

    小城市三日月町長神田1845番地 

    小城市生涯学習センタードゥイング三日月 

３ 検定試験の内容 

 (1) 学科試験 

  ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 車両等の誘導に関すること。 

  エ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の
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事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 

 (2) 実技試験 

  ア 車両等の誘導に関すること。 

  イ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の

事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 

４ 受検資格 

  佐賀県内に住所を有する者又は佐賀県内の営業所に属する警備員 

５ 受検定員 

  20人（先着順とする｡） 

６ 検定申請手続 

 (1) 検定申請書の受付期間 

   令和５年６月21日（水曜日）から同月27日（火曜日）まで（土曜日及び

日曜日を除く｡）の午前９時から午後４時まで 

 (2) 検定申請書の提出先 

   住所地又は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は生活安

全・刑事課へ持参してください。 

   なお、申請時に申請者の本人確認を行いますので、申請者の運転免許証

の写しその他の住所及び氏名を確認できる資料を持参してください。 

 (3) 提出書類 

  ア 検定申請書 １通 

  イ 申請者の住所地を疎明する書面又は申請者が佐賀県内の営業所に属す

る警備員であることを疎明する書面 １通 

  ウ 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦

3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記載したもの） ２枚 
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  エ 代理人が検定申請書を提出する場合にあっては、申請者本人の記名が

ある委任状 １通 

 (4) 受検票の持参 

   検定申請書を提出した警察署において受検票が交付されますので、検定

の当日に持参してください。 

７ 検定手数料及び納付方法 

 (1) 検定手数料 

   14,000円 

 (2) 納付方法 

   検定手数料は、検定申請書の提出時に佐賀県収入証紙により納付してく

ださい。 

   なお、納付された検定手数料は、返還しません。 

８ その他 

  本検定の学科試験の合格発表は、当日、検定会場で行います。学科試験に

合格しなかった者に対しては、実技試験を行いません。 

  学科試験時には筆記用具、実技試験時には筆記用具、警笛、雨衣及び館内

で使用する運動靴を持参してください。 

９ 問合せ先 

  最寄りの警察署又は佐賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務管

理室（電話番号0952-24-1111内線3033） 


